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毎月第２・第４水曜日発行
全　 世　 帯　 配　 布

広報かるまい お知らせ版 356 号

令和元年12月４日発行

①

　障害のある方やご家族を対象に、日常生活での困りごと

や福祉サービス利用についての相談を「地域生活支援セン

ター・カシオペア」より派遣された相談員がお受けします。

■日　時　12月19日(木)　10:00 ～ 12:00
■会　場　中央公民館
■問い合わせ　
　地域生活支援センター・カシオペア　☎23-6608

　健康福祉課・福祉担当　☎46-4736

地域福祉相談会

　12月１日から運転中のスマホ等利用に対する罰則が強

化され、違反の反則金が大幅に引き上げられました。

■携帯電話使用等（保持）違反　改定後
　罰　則　６カ月以下の懲役または10万円以下の罰金

　反則金　１万８千円

　違反点数　３点

■携帯電話使用等（交通の危険）違反　改定後
　罰　則　１年以下の懲役または30万円以下の罰金

　反則金　適用なし（罰則対象）

　違反点数　６点（免許停止）

■問い合わせ　二戸警察署軽米駐在所　☎46-2004

運転中のスマホ利用に罰則強化

■募集住宅　町営下向川原住宅14号（軽米町大字上舘19-16）

　規格　２ＬＤＫ（一戸建）	 床面積等	 74.72㎡

　家賃　22,500円～ 33,600円（4段階）
※家賃は、入居する世帯の収入と扶養者等の内容により異なります。

■入居資格
１．現在同居、または同居しようとする親族がいて、生活

　　に困窮していること。
※60歳以上の方、障害をお持ちの方は単身入居ができる場合があります。

２．入居しようとする世帯員の所得合算額が法令で定めら

　　れた基準内であること。

３．町税などを滞納していないこと。

■入居時期　令和元年12月下旬頃
■申込方法
　役場地域整備課で申請書類をお受け取りください。申し

込みには、個人番号（マイナンバー）の提供が必要です。

　マイナンバーを提供いただけない場合、所得課税扶養証

明書、住民票などが必要になります。

■募集期間　12月４日(水)～ 12月17日(火)
　　　　　　９:00 ～ 17:00

※入居希望者が多い場合には抽選となります。

※入居の際には敷金の納付（家賃３カ月分）、連帯保証人（２

　名）の所得証明書、印鑑登録証明書が必要です。

■問い合わせ　地域整備課　☎46-4741

町営住宅の入居者を募集します

　今年７月から各世帯への配布を終了した「かるまいテレ

ビ」の番組表ですが、希望される方には郵送等によりお送

りします。総務課にお問い合わせください。

■問い合わせ　総務課・企画担当　☎46-4738

希望者に番組表を郵送します

■募集職種	 一般事務（農林業センサス調査事務補助）

■募集人員	 １人

■必要資格	 普通自動車運転免許

	 	 パソコン操作（ワード、エクセル）

■雇用期間	 令和２年１月10日～令和２年３月31日

■賃　　金	 日額5,870 ～ 6,830円

■通勤手当	 通勤距離が２km以上の場合支給

■加入保険	 雇用保険、公災保険、健康保険、厚生年金

■就業時間	 ８:30 ～ 17:15（休憩時間60分）

■申込期限	 12月20日(金)　17時まで

■試験日	 12月24日(火)

■申込方法	

ハローワーク二戸で紹介状の交付を受け、履歴書、紹介状、

免許証の写しを総務課に提出する。

■問い合わせ　総務課　☎46-4738

町の臨時職員を募集


